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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
市
区
町
村
の
学
校
設
計
に
お
け
る
防
災
機
能
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

学
校
の
施
設
は
、
児
童
生
徒
等
の
学
習
・
生
活
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
時
に
は
地
域
住
民
の
応
急
避
難
場
所

と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
文
教
施
設
研
究
セ
ン
タ
ー
が
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
に
公

表
し
た
「
学
校
施
設
の
防
災
機
能
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
学
校
の
施
設
の
防
災
機
能
の
向
上
を
図

る
こ
と
の
必
要
性
を
改
め
て
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
「
応
急
避
難
場
所
と
な
る
学
校
施
設
の
防
災
機
能
の
向
上
に
つ
い
て
」
（
平
成

二
十
三
年
八
月
十
七
日
付
け
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
文
教
施
設
企
画
部
施
設
企
画
課
・
国
立
教
育
政
策
研
究
所
文
教
施
設
研

究
セ
ン
タ
ー
事
務
連
絡
）
に
よ
り
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
対
し
、
学
校
の
施
設
の
防
災
機
能
の
向
上
を
図
る
よ
う

改
め
て
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

公
立
の
小
学
校
や
中
学
校
等
の
施
設
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
引
き
続
き
、
必
要
な
国
庫

補
助
を
行
う
ほ
か
、
そ
の
設
置
す
る
学
校
の
施
設
の
耐
震
化
率
の
低
い
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
各
種
会
議
等
の
場
を
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活
用
し
て
耐
震
化
の
必
要
性
や
国
庫
補
助
制
度
に
つ
い
て
改
め
て
周
知
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
早
急
に
耐
震
化
が
図
ら
れ
る

よ
う
促
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
六
条
の
二
は
、
公
立
の
小
学
校
や
中
学
校
等
の
施
設
の

う
ち
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
が
耐
震
診
断
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
同
条
に
基
づ
く

耐
震
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
、
各
地
方
公
共
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
各
種
説
明
会
等
の
機
会

に
お
知
ら
せ
す
る
等
の
複
数
の
手
段
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
が
容
易
に
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
促
し
て
ま

い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
決
定
）

に
基
づ
い
て
、
公
立
の
小
学
校
や
中
学
校
等
の
施
設
の
耐
震
化
や
防
災
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
の
施
設
の
整
備
等
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

二



五
に
つ
い
て

「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
に
関
す
る
施
設
整
備
基
本
方
針
」
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十

一
号
）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
公
立
の
小
学
校
や
中
学
校
等
の
施
設
の
耐
震
化

を
完
了
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
防
災
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
実
現
に
向

け
て
、
今
後
と
も
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
耐
震
化
や
防
災
機
能
の
強
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
促
し
て
ま

い
り
た
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
朝
鮮
学
校
」
に
つ
い
て
は
、
「
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支

援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
に
関
す
る
規
程
」
（
平
成
二
十
二

年
十
一
月
五
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
基
づ
く
審
査
を
行
っ
た
上
で
、
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高

等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第

二
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


